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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ポンプ室と、該ポンプ室内を往復動することにより液体を該ポンプ室内に吸引し該ポン
プ室から吐出する移動体と、該移動体を往復動させる駆動源とを備える往復動型ポンプの
制御装置であって、
　目的送液量又はそれに対応する値である目的量を設定するための目的量設定手段と、
　前記移動体の一往復当たりの前記往復動型ポンプの吐出量又はそれに対応する値である
単位量を記憶する単位量記憶手段と、
　前記目的量以上となる前記単位量の最小の倍数を算出する算出手段と、
　前記最小の倍数だけ前記移動体を往復動させるように前記駆動源を制御する制御部と
　を備えることを特徴とする往復動型ポンプの制御装置。
【請求項２】
　前記往復動型ポンプを起動する毎に、前記移動体を定位置に復帰させる定位置復帰手段
を有することを特徴とする請求項１に記載の往復動型ポンプの制御装置。
【請求項３】
　前記往復動型ポンプが吸引する液体は複数種類あり、
　前記目的量設定手段は前記複数種類の液体のそれぞれに対して目的量を設定し、
　前記算出手段は前記複数種類の液体のそれぞれに対して前記目的量以上となる前記単位
量の最小の倍数を算出することを特徴とする請求項１又は２に記載の往復動型ポンプの制
御装置。
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【請求項４】
　ポンプ室と、該ポンプ室内を往復動することにより液体を該ポンプ室内に吸入し該ポン
プ室から吐出する移動体と、該移動体を往復動させる駆動源とを備える往復動型ポンプを
制御する方法であって、
　目的送液量又はそれに対応する値である目的量を設定し、
　前記移動体の一往復あたりの前記往復動型ポンプの吐出量又はそれに対応する値である
単位量から、前記目的量以上となる前記単位量の最小の倍数を算出し、
　前記最小の倍数だけ前記移動体を往復動させるように前記駆動源を制御する
　ことを特徴とする往復動型ポンプの制御方法。
【請求項５】
　前記往復動型ポンプが吸引する液体は複数種類あり、
　前記複数種類の液体のそれぞれに対して目的量を設定し、該目的量以上となる前記単位
量の最小の倍数を算出することを特徴とする請求項４に記載の往復動型ポンプの制御方法
。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、液体クロマトグラフ等に使用される往復動型ポンプを制御する装置及び方法
に関する。
【背景技術】
【０００２】
　往復動型ポンプは、シリンダやチャンバ等のポンプ室内で、プランジャやピストン、隔
膜等の移動体を往復動させることにより、液体の吸引と吐出を行うポンプである。例えば
プランジャ型ポンプ６０では、図６に示すように、ポンプヘッド６１内に円筒状のシリン
ダ６２が設けられ、シリンダ６２の一方の端部にはプランジャ６６がシール６５により液
密に嵌挿されている。モータＭとカム６７により所定のカムプロファイルでプランジャ６
６をシリンダ６２内で往復動させることにより、吸引口６３から液体を吸引し、吐出口６
４から液体を吐出する。（特許文献１）。
【０００３】
　往復動型ポンプは構造が比較的単純であるため、長時間に亘って安定的に動くことがで
きる。そのため、液体クロマトグラフ等の長時間に亘って液体を送出するための用途に多
く使用される。往復動型ポンプには、上記のプランジャ型ポンプの他、ピストン型ポンプ
やダイヤフラム型ポンプ（膜ポンプ）等がある。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開平９－２９２３８１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　液体クロマトグラフの一利用形態として、液体クロマトグラフにより分取された目的成
分を固形物として回収する分取精製装置がある。分取精製装置では、まず、目的成分を含
む溶液をトラップカラムに送ることにより、溶液中の目的成分をトラップカラムに捕集す
る。次に、トラップカラムに洗浄液（水又は水溶液であることが多い）を送り、トラップ
カラム内に洗浄液を貯留することにより、塩類等の不所望の物質を洗浄液に溶かす。続い
て、トラップカラムに溶出用溶媒を送り、トラップカラム内に貯留された洗浄液をトラッ
プカラムから押し出すと共に、トラップカラム内に溶出用溶媒を貯留する。これにより、
トラップカラム内に捕集された目的成分を溶出用溶媒に溶出させる。その後、トラップカ
ラムに更に溶出用溶媒を送ることにより、トラップカラム内の目的成分が溶出した溶出用
溶媒をトラップカラムから排出し、回収容器に送る。最後に、回収容器を加熱或いは真空
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遠心分離することにより固形状の目的成分を取り出す。
【０００６】
　上記の分取精製装置では、トラップカラムに洗浄液を送る工程、トラップカラムに溶出
用溶媒を送ってトラップカラムに貯留された洗浄液を溶出用溶媒で置換する工程、更に溶
出用溶媒を送ってトラップカラム内で目的成分が溶出した溶出用溶媒を回収容器に入れる
工程等で、所定の量の液を送ることが必要となる。所定量の液を送るためには、通常、ポ
ンプの流量（単位時間あたりの送出液量）を予め求め（或いは設定し）、該所定量を流量
で除した時間だけポンプを駆動するという方法がとられていた。
【０００７】
　しかし、往復動型ポンプを用いた場合、このように算出した時間だけポンプを駆動して
も送液量にばらつきが生じ、洗浄液の置換等の処理が正しく行われないということがあっ
た。
【０００８】
　本発明の課題は、往復動型ポンプの送液量のばらつきをできるだけ抑えるようにした制
御装置及び制御方法を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　上記課題を解決するために成された本発明は、ポンプ室と、該ポンプ室内を往復動する
ことにより液体を該ポンプ室内に吸引し該ポンプ室から吐出する移動体と、該移動体を往
復動させる駆動源とを備える往復動型ポンプの制御装置であって、
　目的送液量又はそれに対応する値である目的量を設定するための目的量設定手段と、
　前記移動体の一往復当たりの前記往復動型ポンプの吐出量又はそれに対応する値である
単位量を記憶する単位量記憶手段と、
　前記目的量以上となる前記単位量の最小の倍数を算出する算出手段と、
　前記最小の倍数だけ前記移動体を往復動させるように前記駆動源を制御する制御部と
　を備えることを特徴とするものである。
【００１０】
　往復動型ポンプは、ポンプ室内を移動体が往復することにより、液体の吸引と吐出のサ
イクルを繰り返す。移動体がポンプ室内の任意の位置から移動を開始したり、任意の位置
で停止したりすると、往復動型ポンプを駆動する毎に吸引と吐出のタイミングが変化し、
送液量のばらつきが生じる。この送液量のばらつきは、目的送液量に対して以下の範囲で
生じる。
　Ｗ×｛Ｃ（Ｖ／ｖ）－１｝＜Ｖ’≦Ｗ×Ｃ（Ｖ／ｖ）　…(1)
ここでＶは目的送液量、ｖは移動体の一往復当たりの往復動型ポンプの吐出量（単位吐出
量）、Ｗは往復動型ポンプの流量、Ｖ’は実際の送液量、Ｃ（・）は天井関数であり、Ｃ
（ｘ）はｘの小数点以下を切り上げることを意味する。
【００１１】
　式(1)に示すように送液量がばらつくと、送液量が目的送液量よりも低下することが生
じ得る。上記のように分取精製装置では、トラップカラム内の洗浄液を溶出用溶媒で置換
する等の処理が行われるが、送液量が目的送液量よりも少ないと、トラップカラム内に洗
浄液が残留し、回収される目的成分中に不所望物質が混入するおそれがある。
【００１２】
　これに対し、本発明に係る制御装置では、目的量以上となる単位量の最小の倍数だけ往
復動型ポンプを駆動させる。これにより、往復動型ポンプが駆動を終了する際、移動体は
移動を開始した位置と同じ位置で停止するため、往復動型ポンプを駆動するたびに、吸引
と吐出のタイミングが変化することがない。従って、式(1)のような送液量のばらつきは
生じない。また、最小の倍数とは、目的送液量Ｖと単位吐出量ｖに対して、Ｃ（Ｖ／ｖ）
となり、流量Ｗに対して、送液量はＷ×Ｃ（Ｖ／ｖ）となる。この送液量は目的送液量Ｖ
以上となるため、上記のような分取精製装置において、洗浄液の置換等の処理が正しく行
われるようになる。
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【００１３】
　なお、単位吐出量ｖは、往復動型ポンプの使用環境等によって多少変化することがある
。そのため、最小の倍数を算出する際にはこの変化分を見越して、Ｃ（Ｖ／ｖ＋α）（た
だしα＞０。例えばα＝０．５）やＣ（Ｖ／ｖ×β）（ただしβ＞１。例えばβ＝１．１
）とするなど、Ｖ／ｖよりも若干大きめに（安全側に）算出した数値を切り上げるように
することが望ましい。
【００１４】
　往復動型ポンプの流量が一定である場合、上記のように、目的送液量を流量で除すこと
により、往復動型ポンプを駆動する時間を算出することができるが、このような場合には
、目的送液量に対応する値として、該時間を用いることができる。
【００１５】
　目的量はユーザが入力することにより設定されても良いし、他の制御装置から受け取っ
たデータに基づいて設定されても良い。
【００１６】
　また、移動体の一往復当たりの往復動型ポンプの吐出量（単位吐出量）に対応する値と
は、往復動型ポンプの流量が一定の場合には、移動体が一往復するのに要する時間（単位
駆動時間）とすることができる。
【００１７】
　また、上記課題を解決するために成された本発明に係る往復動型ポンプの制御方法は、
　ポンプ室と、該ポンプ室内を往復動することにより液体を該ポンプ室内に吸入し該ポン
プ室から吐出する移動体と、該移動体を往復動させる駆動源とを備える往復動型ポンプを
制御する方法であって、
　目的送液量又はそれに対応する値である目的量を設定し、
　前記移動体の一往復あたりの前記往復動型ポンプの吐出量又はそれに対応する値である
単位量から、前記目的量以上となる前記単位量の最小の倍数を算出し、
　前記最小の倍数だけ前記移動体を往復動させるように前記駆動源を制御する
　ことを特徴とするものである。
【発明の効果】
【００１８】
　本発明に係る往復動型ポンプの制御装置及び制御方法では、往復動型ポンプが駆動を終
了する際、移動体は移動を開始した位置と同じ位置で停止する。そのため、往復動型ポン
プを駆動するたびに吸引と吐出のタイミングが変化することがなくなり、送液量のばらつ
きが抑えられる。
【図面の簡単な説明】
【００１９】
【図１】本発明の一実施例に係る往復動型ポンプ制御装置を備えた分取精製装置の概略構
成図。
【図２】本実施例における往復動型ポンプ及び往復動型ポンプ制御装置の概略構成図。
【図３】単位量記憶部に保持されている単位量を示すテーブルであり、(a)は単位量が単
位吐出量である場合のテーブル、(b)は単位量が単位駆動時間である場合の流量との対応
関係を示すテーブル。
【図４】往復動型ポンプの吸引・吐出のタイミングを示す図であり、(a)は従来のタイミ
ング図、(b)は本実施例の往復動型ポンプ制御装置による制御を受けたタイミング図。
【図５】往復動型ポンプ及び往復動型ポンプ制御装置の変形例を示す概略構成図。
【図６】往復動型ポンプの構造の一例を示す図。
【発明を実施するための形態】
【実施例】
【００２０】
　本発明に係る往復動型ポンプの制御装置の一実施例を備える分取精製装置を図１に示す
。図１の分取精製装置は、ここでは図示しない分取液体クロマトグラフで予め分取された
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目的成分を含む溶液中の目的成分を精製して固形物として取得するためのものであるが、
前段に分取液体クロマトグラフを直結し、該分取液体クロマトグラフで分離された目的成
分を含む溶液を直接導入する構成に変更することもできる。
【００２１】
　図１において、溶液容器１１には上述したように予め分取された、溶媒は主として分取
液体クロマトグラフに使用された移動相であって目的成分を含む溶液が収容されている。
洗浄液容器１２にはカラム洗浄用の洗浄液としての純水が収容されている。また、溶媒容
器１３には、目的成分を溶出させるための溶媒（溶出用溶媒）及びカラムからの溶出液を
希釈するための希釈液としてのジクロロメタン（図中ではＤＣＭと表記）が収容されてい
る。三方切替バルブである第一切替バルブ１４は上記３つの容器１１、１２、１３中の液
体のいずれかを選択的に供給流路１５に流すように流路を切り替えるものであり、該第一
切替バルブ１４のｂ、ｃ、ｄポートにはそれぞれ溶液容器１１、洗浄液容器１２、溶媒容
器１３から液体を吸引するための配管が接続されている。また、前記第一切替バルブ１４
のａポートには前記供給流路１５の一端が接続されており、該供給流路１５の他端は先端
の尖った筒状の針から成る第一ニードル１８の基部に接続されている。また、供給流路１
５上には所定の流量で以て液体を吸引して送出する送液ポンプ（往復動型ポンプ）１６が
設けられており、該送液ポンプ１６と前記第一ニードル１８の間には二方切替バルブであ
る第二切替バルブ１７が設けられている（詳細は後述する）。
【００２２】
　カラムラック２０には、目的成分を捕集するための充填剤が詰められた複数本のトラッ
プカラム２１が紙面垂直方向（すなわち図中のＹ軸方向）並べて保持されている。該カラ
ムラック２０上において各トラップカラム２１は、前記供給流路１５が接続される入口端
を真下に、後述する回収流路３２が接続される出口端を上向きにして略垂直に起立保持さ
れる。
【００２３】
　トラップカラム２１から出てきた液体を流すための回収流路３２の一端は、先端の尖っ
た筒状の針から成る第二ニードル３１の基部に接続されており、該回収流路３２の他端は
、円筒状の吐出ノズル３４の基部に接続されている。
【００２４】
　容器ラック４１には、分取精製された目的成分を回収するための複数本の回収容器４２
が前記複数本のトラップカラム２１に対応した間隔で紙面垂直方向に並べて収容されてお
り、前記吐出ノズル３４の先端から吐出された液体は、これら複数本の回収容器４２のい
ずれかに滴下される。
【００２５】
　前記の回収流路３２、第二ニードル３１、及び吐出ノズル３４は、分取ヘッド３７に取
り付けられており、この分取ヘッド３７は三軸駆動機構５１によって上下方向（すなわち
図中のＺ軸方向）及び水平方向（すなわち図中のＸ軸方向及びＹ軸方向）に移動可能とな
っている。この分取ヘッド３７を水平方向に移動させることにより、第二ニードル３１を
カラムラック２０に保持された複数本のトラップカラム２１のうちの任意のものの上に移
動させることができ、それと同時に、容器ラック４１上で前記トラップカラム２１に対応
する位置に収容された回収容器４２の上に吐出ノズル３４を移動させることができる。更
に、その状態で分取ヘッド３７を下降させることにより、第二ニードル３１の先端を前記
トラップカラム２１の出口端に設けられたニードルポート２３に刺入させて回収流路３２
を該出口端に接続することができ、それと同時に吐出ノズル３４の先端を回収容器４２の
内部に配置させて該回収容器４２内に液滴を滴下可能な状態とすることができる。更に、
三軸駆動機構５１による分取ヘッド３７の移動範囲には、液溜まりと図示しない廃液槽に
繋がる廃液流路とを有する廃液ポート４３が設置されている。
【００２６】
　なお、上述の第一ニードル１８も所定の駆動機構（図示略）により上下移動及び水平移
動が可能となっており、カラムラック２０上に保持された複数のトラップカラム２１のう
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ちの任意のものの下方に移動し、且つ該トラップカラム２１の入口端に設けられたニード
ルポート２２に該ニードル１８の先端が刺入されるように上昇することで、供給流路１５
を該トラップカラム２１の入口端に接続することができる。
【００２７】
　上述の供給流路１５上に設けられた第二切替バルブ１７には、希釈流路１９が接続され
ている。前記第二切替バルブ１７は、送液ポンプ１６で吸引した液体をトラップカラム２
１又は希釈流路１９のいずれに流すかを選択的に切り替えるものであり、そのｅポートに
は送液ポンプ１６から延びる配管（すなわち供給流路１５の上流側部分）が接続され、ｆ
ポートには第一ニードル１８に至る配管（すなわち供給流路１５の下流側部分）が、ｇポ
ートには希釈流路１９の一端が接続される。希釈流路１９の他端は、第二ニードル３１の
近傍に設けられたＴ字型ジョイント３３を介して回収流路３２に接続されており、これに
より該希釈流路１９を流れてきた液体（すなわち希釈液）を回収流路３２内に流入させる
ことができるようになっている。
【００２８】
　ＣＰＵ等を含む制御部５２は予め設定されたプログラムに従って、第一切替バルブ１４
及び第二切替バルブ１７の切替動作、送液ポンプ１６の動作（流量又は流速）、及び三軸
駆動機構５１の駆動動作の設定などを実行することで、分取精製作業を自動的に遂行する
。すなわち、制御部５２が本発明の往復動型ポンプ制御装置としても機能する（図２）。
また、操作部５３はその分取精製作業のための条件などをユーザが入力設定するためのも
のである。
【００２９】
　次に、本実施例の分取精製装置における自動分取精製動作について説明する。まずトラ
ップカラム２１内の充填剤に目的成分を捕集するために、制御部５２は第一切替バルブ１
４により溶液容器１１（ｂポート）と供給流路１５（ａポート）を接続すると共に、第二
切替バルブ１７により供給流路１５（ｅポート）と第一ニードル１８（ｆポート）を接続
し、所定の一定流量で所定の時間だけ送液を行うように送液ポンプ１６を動作させる。制
御部５２による送液ポンプ１６の制御については後述する。なお、このとき第一ニードル
１８は所定のトラップカラム２１の入口端に設けられたニードルポート２２に接続してお
く。また、第二ニードル３１は前記トラップカラム２１の出口端に設けられたニードルポ
ート２３に接続しておき、吐出ノズル３４は廃液ポート４３に挿入しておく。
【００３０】
　送液ポンプ１６は溶液容器１１中の溶液を吸引して入口端からトラップカラム２１に導
入する。すると、トラップカラム２１中の充填剤に溶液中の目的成分が捕集される。目的
成分が除去された移動相は出口端から回収流路３２及び吐出ノズル３４を経て廃液ポート
４３に廃棄される。
【００３１】
　所定時間だけ又は溶液容器１１に用意された溶液が無くなるまでトラップカラム２１に
上記溶液が供給されると、次に制御部５２は、洗浄液容器１２（ｃポート）と供給流路１
５（ａポート）とを接続するように第一切替バルブ１４を切り替える。すると、送液ポン
プ１６は洗浄液容器１２中の純水を吸引して入口端からトラップカラム２１に導入する。
これにより、先の目的成分の捕集時に充填剤に付着した塩類などの不所望で水溶性の物質
がトラップカラム２１内から除去され、回収流路３２及び吐出ノズル３４を経て廃液ポー
ト４３に廃棄される。この純水の送給により、その送給開始直前にトラップカラム２１内
に溜まっていた移動相は水に置換され、水がトラップカラム２１内に充満した状態となる
。充填剤に捕集されている目的成分は強い吸着作用により水には殆ど溶出しないため、こ
の時点ではトラップカラム２１内に捕集された状態が維持される（前処理工程）。
【００３２】
　次いで、制御部５２は溶媒容器１３（ｄポート）と供給流路１５（ａポート）とを接続
するように第一切替バルブ１４を切り替える。すると、送液ポンプ１６は溶媒容器１３中
の溶出用溶媒（ジクロロメタン）を吸引して入口端からトラップカラム２１に導入し始め
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る（水置換工程）。
【００３３】
　トラップカラム２１に溶出用溶媒が供給されると、充填剤に捕集されていた目的成分が
該溶出用溶媒に溶け出していく。そこで制御部５２は、例えばトラップカラム２１内の空
隙容積（つまりジクロロメタンを導入し始める直前にトラップカラム２１内に溜まってい
る水の容量）と送液ポンプ１６によるジクロロメタンの送液流量とから水が全て排出され
るのに要する時間を計算し、溶出用溶媒の送液開始から前記時間が経過した時点で、吐出
ノズル３４を廃液ポート４３から抜去して所定の回収容器４２に挿入することにより、目
的成分の分取を開始する。これにより、目的成分を含む溶出液が回収流路３２を経て吐出
ノズル３４から滴下され、所定の回収容器４２に回収される（溶出工程）。
【００３４】
　このとき、ジクロロメタンは強い溶出力を有するため、トラップカラム２１の出口端か
ら前記溶出用溶媒が排出され始めるようになるとほぼ同時に、回収流路３２内には目的成
分を高濃度で含む溶出液が流れることとなる。そのため、従来の装置では目的成分が流路
内で析出しやすい状態となり、配管やバルブの詰まりを生じて溶出液が流れにくくなるお
それがあったが、本実施例の装置では、上述のような希釈流路１９を用いて回収流路３２
中の溶出液を希釈することにより、前記トラップカラム２１の出口端よりも下流の領域に
おける目的成分の析出を抑えられ、該下流の領域における流路の詰まりを防止することが
できる。すなわち、トラップカラム２１の出口端から溶出用溶媒が排出され始めてから所
定の時間が経過するまでの間、制御部５２は、前記第二切替バルブ１７を第一ニードル１
８側（ｆポート）から希釈流路１９側（ｇポート）へと間欠的に切り替えるように制御を
行う。このように第二切替バルブ１７を希釈流路１９側に切り替えることにより、送液ポ
ンプ１６で吸引されたジクロロメタンを、トラップカラム２１を介さずに回収流路３２に
直接流入させることができる。
【００３５】
　これにより、目的成分を高濃度で含む溶出液が希釈液によって希釈されるため、回収流
路３２内における目的成分の析出が起こりにくくなる。つまり、本実施例において溶媒容
器１３に収容されたジクロロメタンは、トラップカラム２１から目的成分を溶出させるた
めの溶出用溶媒としての役割に加え、回収流路３２中の溶出液を希釈するための希釈液と
しての役割も果たす。
【００３６】
　また、上記のように希釈液を間欠的に導入することにより、回収流路３２にはトラップ
カラム２１からの溶出液（目的成分を含むジクロロメタン）と希釈流路１９から導入され
た希釈液（目的成分を含まないジクロロメタン）とが交互に流れることとなる。そのため
、回収流路３２に溶出液が流れている間に該溶出液中で目的成分が析出して配管やバルブ
内に付着したとしても、その後に流れる希釈液によって該析出物を溶解させることができ
るため、流路の詰まりを効果的に防止することができる。
【００３７】
　なお、上記のような間欠的な希釈液の送液を行う際において、希釈液の送液を行う間隔
、及び希釈液の送液一回当たりの実行時間としては、ユーザが予め任意の値を設定するこ
とができる。このとき、溶出用溶媒の送液量に対する希釈液の送液量の割合を大きくする
ほど目的成分の析出防止効果が高くなるが、その反面、回収容器４２に分取した溶出液に
多量の希釈液が混入することになるため、目的成分の乾固処理に長時間を要することとな
る。そのため、希釈液の送液量は流路の詰まりが生じない範囲でできるだけ少なくするこ
とが望ましい。
【００３８】
　トラップカラム２１中の充填剤に捕集されている目的成分の量は限られているから、ジ
クロロメタンがトラップカラム２１に導入され始めてから或る程度の時間が経過すると、
溶出液に含まれる目的成分の濃度が低下する。そこで、制御部５２は分取を開始してから
所定時間が経過した時点、又は所定量のジクロロメタンの送液を完了した時点で吐出ノズ
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ル３４を回収容器４２から抜去し、再び廃液ポート４３に挿入することで分取を終了する
。その後、制御部５２は、洗浄液容器１２（ｃポート）と供給流路１５（ａポート）とを
接続するように第一切替バルブ１４を切り替える。これにより、洗浄液容器１２中の純水
が送液ポンプ１６によって吸引され、トラップカラム２１、回収流路３２及び吐出ノズル
３４を流れることにより、これらを洗浄する（後処理工程）。
【００３９】
　各回収容器４２内にそれぞれ異なる目的成分を含む溶出液を回収した後は、その溶出液
を加熱或いは真空遠心分離することで固形状の目的成分を取り出すことができる。
【００４０】
　図１の分取精製装置の自動分取精製動作は、上記のように前処理工程、水置換工程、溶
出工程及び後処理工程を有するが、これらの工程における送液ポンプ１６の流量及び送液
量の適正値はそれぞれ異なるため、各工程に適した流量と目的量を設定する必要がある。
なお、ここで設定する目的量とは、目的送液量又は目的送液時間である。
【００４１】
　本実施例の制御部５２には、図２に示すように、設定部５４、単位量記憶部５５、算出
部５６、モータ制御部５７が機能ブロックとして含まれている。設定部５４は、上記の各
工程における送液ポンプ１６の流量と目的量を設定するためのものである。流量と目的量
の設定は、操作部５３におけるユーザの操作を通じて行っても良いし、図１及び図２に図
示されていない他の制御装置から送られたデータに基づいて行っても良い。
【００４２】
　単位量記憶部５５は、送液ポンプ１６の吸引と吐出の１サイクル当たりの単位量を記憶
するためのものである。単位量記憶部５５に保持される単位量としては、プランジャ６６
の一往復（１サイクル）当たりの吐出量（単位吐出量）であっても良いし（図３(a)）、
流量に対応するプランジャ６６の一往復当たりの駆動時間（単位駆動時間）であっても良
い（図３(b)）。流量Ｗと単位吐出量ｖと単位駆動時間ｔの間には、
　　ｔ＝ｖ／Ｗ　…(2)
の関係があるので、単位量記憶部５５は、単位吐出量ｖと単位駆動時間ｔのいずれか一方
を記憶しておくだけで良いが、もちろんこれらの両方を保持していても良い。
【００４３】
　算出部５６は、設定部５４で設定された目的量の最小の倍数を算出するためのものであ
る。設定部５４で設定された目的量が送液量（目的送液量）Ｖであり、単位量記憶部５５
に単位量として単位吐出量ｖが記憶されている場合、算出部５６では、
　　Ｎ＝Ｃ（Ｖ／ｖ）　…(3)
となるＮを算出する。ここで、Ｃ（・）は天井関数であり、Ｃ（ｘ）はｘの小数点以下を
切り上げることを意味する。また、目的量が時間（目的送液時間）Ｔであり、単位量記憶
部５５に単位量として単位駆動時間ｔが記憶されている場合、算出部５６では、
　　Ｎ＝Ｃ（Ｔ／ｔ）　…(4)
となるＮを算出する。流量Ｗと単位吐出量ｖと単位駆動時間ｔの間には式(2)の関係があ
り、目的送液時間Ｔと流量Ｗと目的送液量Ｖの間には
　　Ｔ＝Ｖ／Ｗ　　…(5)
の関係があるため、式(3)と式(4)は同じものである。もちろん、式(2)及び(5)の関係から
、倍数Ｎを式(3)及び(4)以外の表現で表すこともできる。
【００４４】
　なお、送液ポンプ１６の単位量は、使用環境等によって変化することがある。そのため
、Ｎを算出する際には、この変化分を見越して、次式を用いることが実際には望ましい。
　　Ｎ＝Ｃ（Ｖ／ｖ×β）　…(3)’
ここで、β（＞１）は安全係数であり、例えばβ＝１．１とすることができる。
【００４５】
　算出部５６で算出された倍数Ｎのデータはモータ制御部５７に送られる。モータ制御部
５７は、設定部５４で設定された流量ｗに対応する回転速度で、プランジャ６６をＮ回往
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復動させるようにモータＭを制御する。
【００４６】
　図４に、設定部５４で設定された流量と目的送液量（又は目的送液時間）に対し、倍数
Ｎを算出せずに送液ポンプ１６を駆動させた場合の該送液ポンプ１６における吸引と吐出
のタイミング図（図４(a)）と、算出部５６によって算出された倍数Ｎを用いて送液ポン
プ１６の制御を行った場合の該送液ポンプ１６における吸引と吐出のタイミング図（図４
(b)）を示す。
【００４７】
　図４(a)に示すように、各工程では、送液ポンプ１６の吸引と吐出のサイクル中の任意
のタイミングから送液ポンプ１６が駆動を開始し、任意のタイミングで駆動を終了してい
る。これにより、例えば水置換工程では、目的送液量Ｖ１に対して実際の送液量はｖ×（
Ｎ１－１）とｖ×Ｎ１（Ｎ１は目的送液量Ｖ１に対して式(3)によって算出される値）の
間でばらついてしまう。これらの間には、
　　ｖ×（Ｎ１－１）＜Ｖ１≦ｖ×Ｎ１　…(6)
の関係が成り立つので、実際の送液量は目的送液量Ｖ１よりも少なくなる可能性がある。
そのため、水置換工程においてトラップカラム内の水を溶出用溶媒で置換する際、トラッ
プカラム内に水が残留することが生じ得てしまう。
【００４８】
　これに対し、図４(b)では、送液ポンプ１６の駆動開始と駆動終了のタイミングは、い
ずれの工程においてもサイクル中の同じタイミングとなる。これにより、例えば水置換工
程では、目的送液量Ｖ１に対して実際の送液量はｖ×Ｎ１となり、式(6)のようなばらつ
きが生じない。また、式(6)から実際の送液量は目的送液量Ｖ１以上となる。そのため、
水置換工程において、トラップカラム内の水をすべて溶出用溶媒に置換することができる
。また、溶出用溶媒の目的送液量に対する実際の送液量の増加量は最小限に抑えられるた
め、溶出用溶媒を流し過ぎることによる目的成分の減少を最小限に抑えることができる。
【００４９】
　図５に往復動型ポンプ及び往復動型ポンプ制御装置の変形例を示す。この変形例では、
図２の構成に加えて、モータＭの回転軸６８に設けられたロータリエンコーダ６９と、制
御部５２に設けられた定位置復帰部５８と、を備える。
【００５０】
　定位置復帰部５７は、分取精製装置を起動する毎にロータリエンコーダ６９から信号を
読み込み、装置が起動した時点における回転軸６８の回転角度を取得する。そして、この
回転角度が所定の初期角度と異なれば、回転軸６８の回転角度が初期角度と一致するよう
に、モータＭを駆動させる。これにより、例えば分取精製装置が停電により停止したり、
分取精製装置を緊急停止させたりすることによってプランジャ６６の駆動開始位置が変わ
っても、該駆動開始位置を定位置に戻すことができる。
【００５１】
　なお、上記実施例は本発明の一例にすぎないから、本発明の趣旨の範囲で適宜変更、修
正、追加などを行っても本願請求の範囲に包含されることは明らかである。
【符号の説明】
【００５２】
１１…溶液容器
１２…洗浄液容器
１３…溶媒容器
１４…第一切替バルブ
１５…供給流路
１６…送液ポンプ
１７…第二切替バルブ
１８…第一ニードル
１９…希釈流路



(10) JP 5821773 B2 2015.11.24

10

20

２０…カラムラック
２１…トラップカラム
２２、２３…ニードルポート
３１…第二ニードル
３２…回収流路
３３…Ｔ字型ジョイント
３４…吐出ノズル
３７…分取ヘッド
４１…容器ラック
４２…回収容器
４３…廃液ポート
５１…三軸駆動機構
５２…制御部
５３…操作部
５４…設定部
５５…単位量記憶部
５６…算出部
５７…モータ制御部
５８…定位置復帰部
６０…プランジャポンプ
６１…ポンプヘッド
６２…シリンダ
６３…吸引路
６４…吐出路
６５…シール
６６…プランジャ
６７…カム
６８…回転軸
６９…ロータリエンコーダ
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